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資料２－２ 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）（平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第５号）の一部改正案の新旧

対照表 

○平成 26年特定個人情報保護委員会告示第５号（特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）） 

（赤字傍線部分は改正部分） 
改正案 現行 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

（事業者編） 

 

目次 

（略） 

 

第１・第２ （略） 

 

第３ 総論 

第３－１・第３－２ （略） 

 

第３－３ 本ガイドラインの位置付け等 

⑴ （略） 

 

⑵ 本ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、特定個人情報の適正な取扱いについ

ての具体的な指針を定めるものである。 

また、特定個人情報に関し、番号法に特段の規定がなく

個人情報保護法が適用される部分については、委員会が定

める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライ

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

（事業者編） 

 

目次 

（略） 

 

第１・第２ （略） 

 

第３ 総論 

第３－１・第３－２ （略） 

 

第３－３ 本ガイドラインの位置付け等 

⑴ （略） 

 

⑵ 本ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、特定個人情報の適正な取扱いについ

ての具体的な指針を定めるものである。 

また、特定個人情報に関し、番号法に特段の規定がなく

個人情報保護法が適用される部分については、個人情報保

護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律について
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改正案 現行 
ン」等（以下「個人情報保護法ガイドライン等」とい

う。）を遵守することを前提としている。 

 

第３－４ 番号法の特定個人情報に関する保護措置 

⑴ 保護措置の概要 

（略） 
 

   ア 特定個人情報の利用制限 

個人情報保護法は、個人情報の利用目的についてでき

る限り特定（個人情報保護法第15条）した上で、原則と

して当該利用目的の範囲内でのみ利用することができる

としている（同法第16条）が、個人情報を利用すること

ができる事務の範囲については特段制限していない。 
これに対し、番号法においては、個人番号を利用する

ことができる範囲について、社会保障、税及び災害対策

に関する特定の事務に限定している（番号法第９条）。

また、本来の利用目的を超えて例外的に特定個人情報を

利用することができる範囲について、個人情報保護法に

おける個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている

（同法第30条第３項）。さらに、必要な範囲を超えた特

定個人情報ファイルの作成を禁止している（同法第29

条）。 
 

イ （略） 

のガイドライン」等（以下「個人情報保護法ガイドライン

等」という。）を遵守することを前提としている。 

 

第３－４ 番号法の特定個人情報に関する保護措置 

⑴ 保護措置の概要 

（略） 
 

   ア 特定個人情報の利用制限 

個人情報保護法は、個人情報の利用目的についてでき

る限り特定（個人情報保護法第15条）した上で、原則と

して当該利用目的の範囲内でのみ利用することができる

としている（同法第16条）が、個人情報を利用すること

ができる事務の範囲については特段制限していない。 

これに対し、番号法においては、個人番号を利用する

ことができる範囲について、社会保障、税及び災害対策

に関する特定の事務に限定している（番号法第９条）。

また、本来の利用目的を超えて例外的に特定個人情報を

利用することができる範囲について、個人情報保護法に

おける個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている

（番号法第30条第３項）。さらに、必要な範囲を超えた

特定個人情報ファイルの作成を禁止している（同法第29

条）。 
 

イ （略） 
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改正案 現行 
 

   ウ 特定個人情報の提供制限等 

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人

データについて、法令の規定に基づく場合等を除くほ

か、本人の同意を得ないで、第三者に提供することを認

めていない（個人情報保護法第23条）。 
番号法においては、特定個人情報の提供について、個

人番号の利用制限と同様に、個人情報保護法における個

人情報の提供の場合よりも限定的に定めている（番号法

第19条）。また、何人も、特定個人情報の提供を受ける

ことが認められている場合を除き、他人（自己と同一の

世帯に属する者以外の者をいう。）に対し、個人番号の

提供を求めてはならない（同法第15条）。 
 
さらに、特定個人情報の収集又は保管についても同様

の制限を定めている（同法第20条）。 
なお、本人から個人番号の提供を受ける場合には、本

人確認を義務付けている（同法第16条）。 
 

⑵ 委員会による監視・監督 

委員会は、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督を

行うため、次に掲げる権限を有している。 

・  個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者

に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び

 

   ウ 特定個人情報の提供制限等 

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人

データについて、法令の規定に基づく場合等を除くほ

か、本人の同意を得ないで、第三者に提供することを認

めていない（個人情報保護法第23条）。 

番号法においては、特定個人情報の提供について、個

人番号の利用制限と同様に、個人情報保護法における個

人情報の提供の場合よりも限定的に定めている（番号法

第19条）。また、何人も、特定個人情報の提供を受ける

ことが認められている場合を除き、他人（自己と同一の

世帯に属する者以外の者をいう。同法第20条において同

じ。）に対し、個人番号の提供を求めてはならない（同

法第15条）。 

さらに、特定個人情報の収集又は保管についても同様

の制限を定めている（同法第20条）。 

なお、本人から個人番号の提供を受ける場合には、本

人確認を義務付けている（同法第16条）。 

 

⑵ 委員会による監視・監督 

委員会は、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督を

行うため、次に掲げる権限を有している。 

・  個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者

に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び
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改正案 現行 
助言をすることができる（番号法第33条）。 

 

 

 

 

 

・  特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為が行われ

た場合において、その適正な取扱いの確保のために必要

があると認めるときには、当該違反行為をした者に対

し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是

正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することが

できる（同法第34条第１項）。 

・  勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に係る措置をと

らなかったときには、その者に対し、期限を定めて、勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる（同

条第２項）。 

・  さらに、特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為

が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害す

る事実があるため緊急に措置をとる必要があると認める

ときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、

当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な

措置をとるべき旨を命ずることができる（同条第３

項）。 

・  特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特

助言をすることができる。この場合において、行政機関

等における特定個人情報の適正な取扱いを確保するため

に必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に

管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに

関し、併せて指導及び助言をすることができる（番号法

第33条）。 

・  特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為が行われ

た場合において、その適正な取扱いの確保のために必要

があると認めるときには、当該違反行為をした者に対

し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是

正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することが

できる（同法第34条第１項）。 

・  勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に係る措置をと

らなかったときには、その者に対し、期限を定めて、勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる（同

条第２項）。 

・  さらに、特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為

が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害す

る事実があるため緊急に措置をとる必要があると認める

ときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、

当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な

措置をとるべき旨を命ずることができる（同条第３

項）。 

・  特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特
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改正案 現行 
定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の

提出を求めること又は立入検査を行うことができる（同

法第35条）。 

 

⑶ （略） 

 

第３－５～第３－７ （略） 

 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

（略） 

 

Ａ （略） 

 

Ｂ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止 

定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の

提出を求めること又は立入検査を行うことができる（同

法第35条）。 

 

⑶ （略） 

 

第３－５～第３－７ （略） 

 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

（略） 

 

Ａ （略） 

  

Ｂ 利用目的を超えた個人番号の利用禁 
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改正案 現行 
ａ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止（番号法第30条第

３項により読み替えて適用される個人情報保護法第16条

第１項） 

個人情報取扱事業者は、個人番号の利用目的をできる限

り特定しなければならない（個人情報保護法第15条第１

項）が、その特定の程度としては、利用目的を単に抽象

的、一般的に特定するのではなく、個人情報と同様に、本

人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのか

を一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する

ことが望ましい。 

 

（削除） 

 

 

 

番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があ

ったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならないと定めている。 

したがって、個人番号についても利用目的（個人番号を

利用できる事務の範囲で特定した利用目的）の範囲内での

み利用することができる。利用目的を超えて個人番号を利

用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更し

て、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的

ａ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止（番号法第30条第

３項により読み替えて適用される個人情報保護法第16条

第１項） 

個人情報取扱事業者は、個人番号の利用目的をできる限

り特定しなければならない（個人情報保護法第15条第１

項）が、その特定の程度としては、本人が、自らの個人番

号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的

に予想できる程度に具体的に特定する必要がある。 

 

 

 

＊ 個人番号関係事務の場合、「源泉徴収票作成事務」、「健康保

険・厚生年金保険届出事務」のように特定することが考えられ

る。 

 

番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があ

ったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならないと定めている。 

したがって、個人番号についても利用目的（個人番号を

利用できる事務の範囲で特定した利用目的）の範囲内での

み利用することができる。利用目的を超えて個人番号を利

用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更し

て、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的
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改正案 現行 
の範囲内で個人番号を利用することができる（個人情報保

護法第15条第２項、第18条第３項）。 

 

（利用目的の範囲内として利用が認められる場合） 

＊〈当年以後の源泉徴収票作成事務に用いる場合〉 

前年の給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個

人番号については、同一の雇用契約に基づいて発生する当年以後

の源泉徴収票作成事務のために利用することができると解され

る。 

 

＊〈退職者について再雇用契約が締結された場合〉 

前の雇用契約を締結した際に給与所得の源泉徴収票作成事務の

ために提供を受けた個人番号については、後の雇用契約に基づく

給与所得の源泉徴収票作成事務のために利用することができると

解される。 

 

＊〈講師との間で講演契約を再度締結した場合〉 

前の講演契約を締結した際に講演料の支払に伴う報酬、料金、

契約金及び賞金の支払調書作成事務のために提供を受けた個人番

号については、後の契約に基づく講演料の支払に伴う報酬、料

金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために利用することが

できると解される。 

 

＊〈不動産の賃貸借契約を追加して締結した場合〉 

の範囲内で個人番号を利用することができる（個人情報保

護法第15条第２項、第18条第３項）。 

 

（利用目的の範囲内として利用が認められる場合） 

＊〈当年以後の源泉徴収票作成事務に用いる場合〉 

前年の給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個

人番号については、同一の雇用契約に基づいて発生する当年以後

の源泉徴収票作成事務のために利用することができると解され

る。 

 

＊〈退職者について再雇用契約が締結された場合〉 

前の雇用契約を締結した際に給与所得の源泉徴収票作成事務の

ために提供を受けた個人番号については、後の雇用契約に基づく

給与所得の源泉徴収票作成事務のために利用することができると

解される。 

 

＊〈講師との間で講演契約を再度締結した場合〉 

前の講演契約を締結した際に講演料の支払に伴う報酬、料金、

契約金及び賞金の支払調書作成事務のために提供を受けた個人番

号については、後の契約に基づく講演料の支払に伴う報酬、料

金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために利用することが

できると解される。 

 

＊〈不動産の賃貸借契約を追加して締結した場合〉 
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改正案 現行 
前の賃貸借契約を締結した際に支払調書作成事務のために提供

を受けた個人番号については、後の賃貸借契約に基づく賃料に関

する支払調書作成事務のために利用することができると解され

る。 

 

（利用目的の変更が認められる場合） 

＊ 雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供

を受けた個人番号を、雇用契約に基づく健康保険・厚生年金保険

届出事務等に利用しようとする場合は、利用目的を変更して、本

人への通知等を行うことにより、健康保険・厚生年金保険届出事

務等に個人番号を利用することができる。 

事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保険・厚

生年金保険届出事務等を行う場合、従業員等から個人番号の提供

を受けるに当たって、これらの事務の全てを利用目的として特定

して、本人への通知等を行うことにより、利用目的の変更をする

ことなく個人番号を利用することができる。なお、通知等の方法

としては、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、社

内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の提示、就業規則

への明記、自社のホームページ等への掲載等の方法が考えられ

る。 

 

ｂ （略） 

 

２ （略） 

前の賃貸借契約を締結した際に支払調書作成事務のために提供

を受けた個人番号については、後の賃貸借契約に基づく賃料に関

する支払調書作成事務のために利用することができると解され

る。 

 

（利用目的の変更が認められる場合） 

＊ 雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供

を受けた個人番号を、雇用契約に基づく健康保険・厚生年金保険

届出事務等に利用しようとする場合は、利用目的を変更して、本

人への通知等を行うことにより、健康保険・厚生年金保険届出事

務等に個人番号を利用することができる。 

事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保険・厚

生年金保険届出事務等を行う場合、従業員等から個人番号の提供

を受けるに当たって、これらの事務の全てを利用目的として特定

して、本人への通知等を行うことにより、利用目的の変更をする

ことなく個人番号を利用することができる。なお、通知等の方法

としては、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、社

内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の提示、就業規則

への明記等の方法が考えられる。 

 

 

ｂ （略） 

 

２ （略） 
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改正案 現行 
 

第４－１－⑵ （略） 

 

第４－２ 特定個人情報の安全管理措置等 

第４－２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第22条） 

Ａ （略） 

 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

 

第４－１－⑵ （略） 

 

第４－２ 特定個人情報の安全管理措置等 

第４－２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第22条） 

Ａ （略） 

 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技
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改正案 現行 
術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託先

の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個

人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事

案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定

個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約

内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけ

ればならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情

報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地

の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望まし

い。 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について

は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 

 

（注）「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の

指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的

には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等

を含む。 

 

２ （略） 

術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託先

の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人

情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案

等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個

人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内

容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけれ

ばならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情報

を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の

調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の

指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的

には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等

を含む。 

 

２ （略） 
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改正案 現行 
 

第４－２－⑵ （略） 

 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴ （略） 

 

第４－３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提

供制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 提供の求めの制限（番号法第15条） 

何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報

の提供を受けることができる場合を除き、他人（注）の個人番号

の提供を求めてはならない。 

事業者が個人番号の提供を求めることとなるのは、従業員等

に対し、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務のため

に個人番号の提供を求める場合等に限られる。 

 

＊ 事業者は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等に対

 

第４－２－⑵ （略） 

 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴ （略） 

 

第４－３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提

供制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 提供の求めの制限（番号法第15条） 

何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報

の提供を受けることができる場合を除き、他人（注）の個人番号

の提供を求めてはならない。 

事業者が個人番号の提供を求めることとなるのは、従業員等

に対し、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務のため

に個人番号の提供を求める場合等に限られる。 

 

＊ 事業者は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等に対
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し、個人番号の提供を求めることとなる。一方、従業員等の営業成績

等を管理する目的で、個人番号の提供を求めてはならない。 

 

 

（注）番号法第15条及び第20条において、他人とは「自己と同一の世帯

に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に

属する者に対しては、同法第19条各号のいずれかに該当しなくて

も、個人番号の提供を求めることができる。 

 

２ （略） 

 

第４－３－⑶ 収集・保管制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

● （略） 

 

Ａ （略） 

 

Ｂ 保管制限と廃棄 

し、個人番号の提供を求めることとなる（番号法第19条第３号に該

当）。一方、従業員等の営業成績等を管理する目的で、個人番号の提

供を求めてはならない。 

 

（注）番号法第15条及び第20条において、他人とは「自己と同一の世帯

に属する者以外の者」であり、子、配偶者等の自己と同一の世帯に

属する者に対しては、同法第19条各号のいずれかに該当しなくて

も、個人番号の提供を求めることができる。 

 

２ （略） 

 

第４－３－⑶ 収集・保管制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

● （略） 

 

Ａ （略） 

 

Ｂ 保管制限と廃棄 
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個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理する

ために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を

行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けること

ができる。また、個人番号が記載された書類等については、

所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものが

あるが、これらの書類等に記載された個人番号については、

その期間保管することとなる。 

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、

所管法令において定められている保存期間を経過した場合に

は、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければ

ならない。なお、その個人番号部分を復元できない程度にマ

スキング又は削除した上で保管を継続することは可能である

が、それが個人データに該当する場合において、利用する必

要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去する

よう努めなければならない（個人情報保護法第19条）。 

 

＊ 事業者は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等の個

人番号を保管することができる。一方、従業員等の営業成績等を管

理する目的で、従業員等の個人番号を保管することはできない。 

 

 

＊ 雇用契約等の継続的な契約関係にある場合には、従業員等から提

供を受けた個人番号を給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保

険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認めら

個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理する

ために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を

行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けること

ができる。また、個人番号が記載された書類等については、

所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものが

あるが、これらの書類等に記載された個人番号については、

その期間保管することとなる。 

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、

所管法令において定められている保存期間を経過した場合に

は、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければ

ならない。なお、その個人番号部分を復元できない程度にマ

スキング又は削除した上で保管を継続することは可能である

が、それが個人データに該当する場合において、利用する必

要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去する

よう努めなければならない（個人情報保護法第19条）。 

 

＊ 事業者は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等の個

人番号を保管することができる（番号法第19条第３号に該当）。一

方、従業員等の営業成績等を管理する目的で、従業員等の個人番号

を保管することはできない。 

 

＊ 雇用契約等の継続的な契約関係にある場合には、従業員等から提

供を受けた個人番号を給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保

険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認めら
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れることから、特定個人情報を継続的に保管できると解される。な

お、従業員等が休職している場合には、復職が未定であっても雇用

契約が継続していることから、特定個人情報を継続的に保管できる

と解される。 

土地の賃貸借契約等の継続的な契約関係にある場合も同様に、支

払調書の作成事務のために継続的に個人番号を利用する必要が認め

られることから、特定個人情報を継続的に保管できると解される。 

 

＊ 扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の３により、当該

申告書の提出期限（毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日ま

で）の属する年の翌年１月10日の翌日から７年を経過する日まで保

存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、

当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、原則

として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速や

かに廃棄しなければならない。 

そのため、個人番号が記載された扶養控除等申告書等の書類につ

いては、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をとる

ことが望ましい。 

 

＊ 給与所得の源泉徴収票、支払調書等の作成事務のために提供を受

けた特定個人情報を電磁的記録として保存している場合において

も、その事務に用いる必要がなく、所管法令で定められている保存

期間を経過した場合には、原則として、個人番号をできるだけ速や

かに廃棄又は削除しなければならない。 

れることから、特定個人情報を継続的に保管できると解される。な

お、従業員等が休職している場合には、復職が未定であっても雇用

契約が継続していることから、特定個人情報を継続的に保管できる

と解される。 

土地の賃貸借契約等の継続的な契約関係にある場合も同様に、支

払調書の作成事務のために継続的に個人番号を利用する必要が認め

られることから、特定個人情報を継続的に保管できると解される。 

 

＊ 扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の３により、当該

申告書の提出期限（毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日ま

で）の属する年の翌年１月10日の翌日から７年を経過する日まで保

存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、

当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、原則

として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速や

かに廃棄しなければならない。 

そのため、個人番号が記載された扶養控除等申告書等の書類につ

いては、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をとる

ことが望ましい。 

 

＊ 給与所得の源泉徴収票、支払調書等の作成事務のために提供を受

けた特定個人情報を電磁的記録として保存している場合において

も、その事務に用いる必要がなく、所管法令で定められている保存

期間を経過した場合には、原則として、個人番号をできるだけ速や

かに廃棄又は削除しなければならない。 
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そのため、特定個人情報を保存するシステムにおいては、保存期

間経過後における廃棄又は削除を前提としたシステムを構築するこ

とが望ましい。 

 

※ 廃棄方法等の具体的な内容については、「（別添）特定個人情報

に関する安全管理措置（事業者編）」を参照のこと。 

 

第４－３－⑷ （略） 

 

第４－４～第４－７ （略） 

 

（別添）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

 

【目次】 

（略） 

 

要点 

（略） 

 

１ （略） 

 

２ 講ずべき安全管理措置の内容 

そのため、特定個人情報を保存するシステムにおいては、保存期

間経過後における廃棄又は削除を前提としたシステムを構築するこ

とが望ましい。 

 

※ 廃棄方法等の具体的な内容については、「（別添）特定個人情報

に関する安全管理措置（事業者編）」を参照のこと。 

 

第４－３－⑷ （略） 

 

第４－４～第４－７ （略） 

 

（別添）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

 

【目次】 

（略） 

 

要点 

（略） 

 

１ （略） 

 

２ 講ずべき安全管理措置の内容 
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改正案 現行 
（略） 

 

 Ａ・Ｂ （略） 

 

 Ｃ 組織的安全管理措置 

   （略） 

 

ａ （略） 

 

ｂ 取扱規程等に基づく運用 

取扱規程等に基づく運用を行うとともに、その状況を確

認するため、特定個人情報等の利用状況等を記録する。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 記録する項目としては、次に掲げるものが挙げられる。 

・ 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録 

・ 書類・媒体等の持ち運びの記録 →「持ち運び」について

は、２Ｅｃ参照 

・ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録 

・ 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等 

・ 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事

務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、ア

クセスログ等）の記録 

 

（略） 
 

 Ａ・Ｂ （略） 

 

 Ｃ 組織的安全管理措置 

   （略） 

 

ａ （略） 

 

ｂ 取扱規程等に基づく運用 

取扱規程等に基づく運用を行うとともに、その状況を確

認するため、システムログ又は利用実績を記録する。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 記録する項目としては、次に掲げるものが挙げられる。 

・ 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録 

・ 書類・媒体等の持ち運びの記録 

 

・ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録 

・ 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等 

・ 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事

務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、ア

クセスログ等）の記録 
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【中小規模事業者における対応方法】 

（略） 

 

ｃ～ｅ （略） 

 

Ｄ （略） 

 

Ｅ 物理的安全管理措置 

   （略） 

 

ａ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム（サーバ

等）を管理する区域（以下「管理区域」という。）を明確

にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 

また、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域

（以下「取扱区域」という。）について、事務取扱担当者

等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう

留意する必要がある。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 管理区域に関する物理的安全管理措置としては、入退室管理

及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等が考えられる。 

＊ 入退室管理方法としては、ＩＣカード、ナンバーキー等によ

る入退室管理システムの設置等が考えられる。 

＊ 取扱区域に関しては、間仕切り等の設置、座席配置の工夫、

【中小規模事業者における対応方法】 

（略） 

 

ｃ～ｅ （略） 

 

Ｄ （略） 

 

Ｅ 物理的安全管理措置 

   （略） 

 

ａ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定

個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域

（以下「管理区域」という。）及び特定個人情報等を取り

扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」という。）を

明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 

 

 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 管理区域に関する物理的安全管理措置としては、入退室管理

及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等が考えられる。 

＊ 入退室管理方法としては、ＩＣカード、ナンバーキー等によ

る入退室管理システムの設置等が考えられる。 

＊ 取扱区域に関する物理的安全管理措置としては、壁又は間仕
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改正案 現行 
のぞき込みを防止する措置等を講ずることが考えられる。 

 

ｂ～ｄ （略） 

 

Ｆ 技術的安全管理措置 

  （略） 

 

ａ アクセス制御 

情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号

利用事務を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り

扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切

なアクセス制御を行う。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ アクセス制御を行う方法としては、次に掲げるものが挙げら

れる。 

 ・ 特定個人情報ファイルを取り扱うことのできる情報システ

ム端末等を限定する。 

・ 各情報システムにおいて、アクセスすることのできる特定

個人情報ファイルを限定する。 

 ・ ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報

ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱

担当者に限定する。 

 

切り等の設置及び座席配置の工夫等が考えられる。 

 

ｂ～ｄ （略） 

 

Ｆ 技術的安全管理措置 

 （略） 

 

ａ アクセス制御 

情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号

利用事務を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り

扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切

なアクセス制御を行う。 

  

≪手法の例示≫ 

＊ アクセス制御を行う方法としては、次に掲げるものが挙げら

れる。 

 ・ 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス

制御により限定する。 

 ・ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセ

ス制御により限定する。 

 ・ ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報

ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱

担当者に限定する。 
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【中小規模事業者における対応方法】 

（略） 

 

  ｂ （略） 

 

  ｃ 外部からの不正アクセス等の防止 

情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフト

ウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用する。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイア

ウォール等を設置し、不正アクセスを遮断することが考えられ

る。 

＊ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等

（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入し、不正ソフトウェア

の有無を確認することが考えられる。 

（削除） 

 

 

＊ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等

の活用により、ソフトウェア等を最新状態とすることが考えら

れる。 

＊ ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知するこ

とが考えられる。 

 

【中小規模事業者における対応方法】 

（略） 

 

  ｂ （略） 

 

  ｃ 外部からの不正アクセス等の防止 

情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフト

ウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用する。 

 

≪手法の例示≫ 

＊ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイア

ウォール等を設置し、不正アクセスを遮断することが考えられ

る。 

＊ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等

（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入することが考えられ

る。 

＊ 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力デ

ータにおける不正ソフトウェアの有無を確認することが考えら

れる。 

＊ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等

の活用により、ソフトウェア等を最新状態とすることが考えら

れる。 

＊ ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知するこ

とが考えられる。 
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改正案 現行 
  ｄ （略） 

 

（巻末資料） （略） 

  ｄ （略） 

 

（巻末資料） （略） 
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改正案 現行 
  （別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱い 

に関するガイドライン 

 

目次 

（略） 

 

１ 特定個人情報の利用制限 

１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

  （略） 

 

 Ａ （略） 

 

Ｂ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止 

ａ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止（番号法第30条第

３項により読み替えて適用される個人情報保護法第16条

第１項） 

（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱い 

に関するガイドライン 

 

目次 

（略） 

 

１ 特定個人情報の利用制限 

１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

  （略） 

 

 Ａ （略） 

 

Ｂ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止 

ａ 利用目的を超えた個人番号の利用禁止（番号法第30条第

３項により読み替えて適用される個人情報保護法第16条

第１項） 
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改正案 現行 
金融機関は、個人番号の利用目的をできる限り特定しな

ければならない（個人情報保護法第15条第１項）が、その

特定の程度としては、利用目的を単に抽象的、一般的に特

定するのではなく、個人情報と同様に、本人が、自らの個

人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合

理的に予想できる程度に具体的に特定することが望まし

い。 

 

（削除） 

 

 

番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があ

ったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならないと定めている。 

したがって、個人番号についても利用目的（個人番号を

利用できる事務の範囲で特定した利用目的）の範囲内での

み利用することができる。利用目的を超えて個人番号を利

用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更し

て、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的

の範囲内で個人番号を利用することができる（個人情報保

護法第15条第２項、第18条第３項）。 

 

＊ 前の保険契約を締結した際に保険金支払に関する支払調書作成

金融機関は、個人番号の利用目的をできる限り特定しな

ければならない（個人情報保護法第15条第１項）が、その

特定の程度としては、本人が、自らの個人番号がどのよう

な目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる

程度に具体的に特定する必要がある。 

 

 

 

＊ 「金融商品取引に関する支払調書作成事務」、「保険取引に関

する支払調書作成事務」のように特定することが考えられる。 

 

番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があ

ったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならないと定めている。 

したがって、個人番号についても利用目的（個人番号を

利用できる事務の範囲で特定した利用目的）の範囲内での

み利用することができる。利用目的を超えて個人番号を利

用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更し

て、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的

の範囲内で個人番号を利用することができる（個人情報保

護法第15条第２項、第18条第３項）。 

 

＊ 前の保険契約を締結した際に保険金支払に関する支払調書作成
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改正案 現行 
事務のために提供を受けた個人番号については、後の保険契約に

基づく保険金支払に関する支払調書作成事務のために利用するこ

とができると解される。 

 

＊ 金融機関が顧客から個人番号の提供を受けるに当たり、想定さ

れる全ての支払調書作成事務等を利用目的として特定して、本人

への通知等を行うことが考えられる。なお、通知等の方法として

は、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、利用目的

を記載した書類の提示等の方法が考えられる。 

 

ｂ （略） 

 

２ （略） 

 

１－⑵ （略） 

 

２ 特定個人情報の安全管理措置等 

２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 

事務のために提供を受けた個人番号については、後の保険契約に

基づく保険金支払に関する支払調書作成事務のために利用するこ

とができると解される。 

 

＊ 金融機関が顧客から個人番号の提供を受けるに当たり、想定さ

れる全ての支払調書作成事務等を利用目的として特定して、本人

への通知等を行うことが考えられる。なお、通知等の方法として

は、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、利用目的

を記載した書類の提示等の方法が考えられる。 

 

ｂ （略） 

 

２ （略） 

 

１－⑵ （略） 

 

２ 特定個人情報の安全管理措置等 

２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（略） 
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改正案 現行 
 

１ 委託先の監督（番号法第 11条、個人情報保護法第 22条） 

Ａ （略） 

 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託

先の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個

人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事

案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定

個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約

内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけ

ればならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情

報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地

の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望まし

 

１ 委託先の監督（番号法第 11条、個人情報保護法第 22条） 

Ａ （略） 

 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託

先の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人

情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案

等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個

人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内

容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけれ

ばならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情報

を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の

調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい。 
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改正案 現行 
い。 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について

は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 

 

（注）「従業者」とは、金融機関の組織内にあって直接間接に金融

機関の指揮監督を受けて金融機関の業務に従事している者をい

う。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監

事、派遣社員等を含む。 

 

２ （略） 

 

２－⑵ （略） 

 

３ 特定個人情報の提供制限等 

３－⑴ （略） 

 

３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 

要点 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「従業者」とは、金融機関の組織内にあって直接間接に金融

機関の指揮監督を受けて金融機関の業務に従事している者をい

う。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監

事、派遣社員等を含む。 

 

２ （略） 

 

２－⑵ （略） 

 

３ 特定個人情報の提供制限等 

３－⑴ （略） 

 

３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 

要点 

（略） 
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改正案 現行 
（関係条文） 

（略） 

 

１ 提供の求めの制限（番号法第15条） 

何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報

の提供を受けることができる場合を除き、他人の個人番号の提

供を求めてはならない。 

金融機関が、金融業務に関連して個人番号の提供を求めるこ

ととなるのは、顧客に対し、支払調書作成事務等のために個人

番号の提供を求める場合に限られる。 

 

＊ 金融機関は、支払調書作成事務等を処理する目的で、顧客に対し、

個人番号の提供を求めることとなる。一方、法令で定められた支払調

書作成事務等を処理する場合を除き、個人番号の提供を求めてはなら

ない。 

 

２ （略） 

 

３－⑶ 収集・保管制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 提供の求めの制限（番号法第15条） 

何人も、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報

の提供を受けることができる場合を除き、他人の個人番号の提

供を求めてはならない。 

金融機関が、金融業務に関連して個人番号の提供を求めるこ

ととなるのは、顧客に対し、支払調書作成事務等のために個人

番号の提供を求める場合に限られる。 

 

＊ 金融機関は、支払調書作成事務等を処理する目的で、顧客に対し、

個人番号の提供を求めることとなる（番号法第19条第３号に該当）。

一方、法令で定められた支払調書作成事務等を処理する場合を除き、

個人番号の提供を求めてはならない。 

 

２ （略） 

 

３－⑶ 収集・保管制限 

要点 

（略） 

 

（関係条文） 
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改正案 現行 
（略） 

 

● （略） 

 

Ａ （略） 

 

Ｂ 保管制限と廃棄 

個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理する

ために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を

行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けること

ができる。また、個人番号が記載された書類等については、

所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものが

あるが、これらの書類等に記載された個人番号については、

その期間保管することとなる。 

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、

所管法令において定められている保存期間を経過した場合に

は、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければ

ならない。なお、その個人番号部分を復元できない程度にマ

スキング又は削除した上で保管を継続することは可能である

が、それが個人データに該当する場合において、利用する必

要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去する

よう努めなければならない（個人情報保護法第19条）。 

 

（略） 

 

● （略） 

 

Ａ （略） 

 

Ｂ 保管制限と廃棄 

個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理する

ために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を

行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けること

ができる。また、個人番号が記載された書類等については、

所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものが

あるが、これらの書類等に記載された個人番号については、

その期間保管することとなる。 

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、

所管法令において定められている保存期間を経過した場合に

は、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければ

ならない。なお、その個人番号部分を復元できない程度にマ

スキング又は削除した上で保管を継続することは可能である

が、それが個人データに該当する場合において、利用する必

要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去する

よう努めなければならない（個人情報保護法第19条）。 
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改正案 現行 
＊ 金融機関は、支払調書作成事務等を処理する目的で、顧客の個人

番号を保管することができる。一方、法令で定められた支払調書作

成事務等を処理する場合を除き、顧客の個人番号を保管することは

できない。 

 

＊ 特定口座、非課税口座等、毎年取引報告書の提出が義務付けられ

ている場合には、顧客から提供を受けた個人番号を取引報告書作成

事務のために翌年度以降も継続的に利用する必要があることから、

特定個人情報を継続的に保管できると解される。 

 

＊ 特定口座開設届出書は、租税特別措置法施行規則第18条の13の

４第１項第３号により、当該届出書に係る特定口座につき特定口座

廃止届出書等の提出があった日の属する年の翌年から５年間保存す

ることとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該

特定口座開設届出書に記載された個人番号を保管しておく必要はな

く、原則として、個人番号が記載された特定口座開設届出書をでき

るだけ速やかに廃棄しなければならない。 

そのため、個人番号が記載された特定口座開設届出書等の書類に

ついては、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をと

ることが望ましい。 

 

＊ 支払調書作成事務のために提供を受けた特定個人情報を電磁的記

録として保存している場合においても、その事務に用いる必要がな

く、所管法令で定められている保存期間を経過した場合には、原則

＊ 金融機関は、支払調書作成事務等を処理する目的で、顧客の個人

番号を保管することができる（番号法第19条第３号に該当）。一

方、法令で定められた支払調書作成事務等を処理する場合を除き、

顧客の個人番号を保管することはできない。 

 

＊ 特定口座、非課税口座等、毎年取引報告書の提出が義務付けられ

ている場合には、顧客から提供を受けた個人番号を取引報告書作成

事務のために翌年度以降も継続的に利用する必要があることから、

特定個人情報を継続的に保管できると解される。 

 

＊ 特定口座開設届出書は、租税特別措置法施行規則第18条の13の

４第１項第３号により、当該届出書に係る特定口座につき特定口座

廃止届出書等の提出があった日の属する年の翌年から５年間保存す

ることとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該

特定口座開設届出書に記載された個人番号を保管しておく必要はな

く、原則として、個人番号が記載された特定口座開設届出書をでき

るだけ速やかに廃棄しなければならない。 

そのため、個人番号が記載された特定口座開設届出書等の書類に

ついては、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をと

ることが望ましい。 

 

＊ 支払調書作成事務のために提供を受けた特定個人情報を電磁的記

録として保存している場合においても、その事務に用いる必要がな

く、所管法令で定められている保存期間を経過した場合には、原則
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として、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければな

らない。 

そのため、特定個人情報を保存するシステムにおいては、保存期

間経過後における廃棄又は削除を前提としたシステムを構築するこ

とが望ましい。 

 

※ 廃棄方法等の具体的な内容については、事業者ガイドラインの

「（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」を参

照のこと。 

 

４～６ （略） 

として、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければな

らない。 

そのため、特定個人情報を保存するシステムにおいては、保存期

間経過後における廃棄又は削除を前提としたシステムを構築するこ

とが望ましい。 

 

※ 廃棄方法等の具体的な内容については、事業者ガイドラインの

「（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」を参

照のこと。 

 

４～６ （略） 

 


